
裁 書

福祉第2  115 号

ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査請求人 ㎜

平成２０年１２月８日付けで行われた審査請求について、行政不服審査法（昭和3て 年法律第1 6 0

号）第４ ０条第１項ないし第３項の規定により．次のとおり裁決する．　　　　　　　　　ご

＼　　　　　　 ．･　　 主　　 卜　 文　　　 ．･　卜

本件審査請求のうち、介護人をつけるための費用の支給を求める請求を却下し、転居費、運搬費及び･

家具什器費の支給を求める請求を棄却し、

請求人に対し行った生活保護停止処分は、これを取り消す。

平成２０年１２月１日付けで審査

今
方
’ブ

事　　＼　　　　１実　　　　　　　　　　　　　　．．．

（以下 「処分庁」という．）はい審査請求人 （以下「請求人」という．ﾚ）に対

し 、生 活 保 護 法 （昭 和 ２５年 法律 第 １４４ 号。 以 下 「法」と いう。）第 ２ ４条第 ５項におい て準用 する

同条 第 １項 の 規定によ り、 次のとお り 生活 保 護変更 申 請却下 処分を 行った。　　　　　 卜

（Ｄ　 平 成 ２ ０年 ９月２ ６日付け他 人介 護料 却下 処分 （以 下 「原処 分1 」 という｡ ）

く2｝ 平 成 ２ ０年 １０月 ２４日付け 転居 費却 下処 分 （以 下 ［原I処分 ２］ と いう｡ ）

（3） 平 成 ２ ０年 １０月 ２４日付け 運搬 費却 下処 分 （以 下 「原処分 ３」と いう。）　　　　　　　 十

八（4） 平 成 ２ ０年 １１月２ ８日付､け 家具什 器 費却下 処 分 （以 下 「原 処分 ４」と いう｡ ）

また 、同年 １２月 １日、請求 人に対 し、法 第６ ２条第 ３項の 規定 によ り、生活保護 停止処分（以 下「原
－　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　、　・

処 分 ５」 と いう。） を行っ たj･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ▽　/　　　　 卜

請求 人 はレ 原処 分 １な い し原処 分 ５を不 服 と して 、同 月 ８日 、北 海道知 事 （以 下 「知事」 という。）

に審 査 請求 を 行ったＥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 尚

請 求 の 要 旨
､　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11

1　 障害 者加 算の うちの 「介 護人をつ ける ため の費 用」 が却 下 され た ことが不 服であ る。　　　　　 ＼

２　 病 院 の 近く に 転居する ため に必 要な 敷 金等 が却 下 された ことが 不 服であ る。 ∧

３　 家 財 道 具の 移 送費が却 下さ れたこ とが 不服 であ る。　　 ‥　　　　　　　　　　　 卜

４　 借 り て いた家 財道 具を返 却す るな どし たた め、 現在 は寝 具とテ レ ビしかな いの に 家 具什 器費が 却

下さ れ た こと が不服で あ る。　　　　　　　　　　　　　　　　　 ………

５　 障 害 基 礎年 金につ いて 収入 申告の 義務 があ るこ と等 の指示 書の受 取 り を拒否し 、指示 に従わず 収入

申告 も しな かっ たと して保 護を 停 止された が 、不必 要な指示 であ り 、また 停止 日前に通 知されなけ れ

ばな らな いので 不服で ある。　　　　　　　　　 犬　　　/　　　　　　　　　　　 ‥‥ ‥‥

j、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　裁･　決　 の　理　由　　　　　　　･I　　　　卜

１　 認 定 事 実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 レ

本 件に 関 して は次の 事実が 認め られ る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二
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２　 判 断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／

Ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　 ¶　　　　　　　　　　■　　　　　　　ｌ川　 請 求 の 要 旨 １ に つ い て　　　　　　　　 、　 ▽　　　　　 卜　　　　　　　　　　　　 ∧

ア　 行 政 不 服 審 査 法 第 １ ４ 条 第 １項 は 、「審 査 請 求 は 、 処 分 か あ っ た ご と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起

算 し て6 0 一日 以 内 に 、 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 天 災そ の 他 審 査 請 求 を し な か っ た こ と に つ

▽　 い て や む を え な い 理 由 が あ る と き は 。 こ の 限 りで な い 。」 と 定 め て い る 。｡･

イ　 知 事 が 処 分 庁 に 依 頼 し 提 出 を 受 け た 資 料 に よ る と 、 前 記 １の（3）の と お り 、 平 成 ２ ０年 ９ 月

２ ６ 日 付 け の 原 処 分 １ に つ い て は 、 同 月 ２ ８ 日 に 請 求 人 が受 領 し た と 認 め ら れ る 。 し た が っ て 。
へ　　　　　　　　　　 ¶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

本 件 審 査 請 求 は 、 前 記 ア の 審 査 請 求 期 間 を 徒 過 し て 提 起 され た も の で あ る こ と は 明 らか で あ り、

不 適 法 な も の で あ る 。　　　　　　 ソ　　　　　　　　　　　　　　　　　 づ

ヴ　 な お､ 請求 人は､ 平成２ ０年 １ １月 ２５ 日に請求 の要旨 １と同=じ内容 の 審査 請求を 行って おりし

当該 審 査請求 に対 しては 、 平成2  1^11 月々 日に裁 決を行っ て いる。

（2） 請 求 の 要旨２ につ いて　　　　　　　　　 レ

ア　 被 保護 者が 転居 に際し 、敷 金等 を必 要 とする 場合で、 限度額 以内 の家 賃 又は間代 を必 要とする

住 居 に転 居する とき は、限 度額 に ３を 乗じて 得た 額の 範囲内 で 必 要な 額 を認 定する ことがで きる

（「生活 保 護法 による 保護 の実 施要 領に つい て」（昭和 ３８年 ４ 月 １日社 発第 ２４ ６号厚 生省 社会

局長 通知 。以 下｡「局長 通知」 と いう。） 第 ７の４ の（1）の力）。　　　　　　　　　　　 ≒　 ／

また 、 上記 「転居 に際し､ ﾌ敷゚ 金等 を必 要とす る場 合」 とは 、「生活 保 護法 によ る保 護の実 施要

領 の 取扱 い に づい て」｡（昭 和3 ’8年４ 月１ 日社 保第 ３４ 号厚 生 省社 会 局保 護課 長 通知。 以下 「課

■　　　　　　　■　　　　　　　　　　　１　　　　１　　　　　　　　　　　　　　　　　・長 通 知」 と いう 。） 問 第 ７の ３０ に定 め る １ ５の要 件のいず れ かに 該 当す る場 合で 、 敷金等を 必

要 とする と き に陂 られてい る。　　 ｀　、　　　　･･　　　 フ

、彳　 請 求人 は 、通 院が 困難と の 理由で 、 病院 の近く に 転居する た め に必 要な 敷金等 の支 給を求め て

い る が､ 通 院 が困難 であ ると いう こと は､ 前記 アの要 件の いずれ にも 該当 する もので はない ので、

敷 金等 の 申 請を却 下した 原 処分 ２に 違 法又は 不当な 点はな い。 十

(3) 請求の要旨３について　　　　　　･･.･･･　　　.・　　　･.　　　　　　　　　･.j

ア　被保護者の転居等に伴う移送費については、被保護者が転居する場合又は住居を失った被保護

者が家財道具を他に保管する場合及びその家財道具を引き取る場合で、真にやむを得ないときに

卜支給するものである( 局長通知第７の２の(7)のアの(ｻ))．=

３ －

ジ



價
麟

イ　 請求 人は 、 前記 Ｉの(7j の申 請にお い て; 現住 居及び㎜ の実家 に置いて ある 荷物 を｡ こ同人

の 前住 居で､ 同 人の㎜ だった 女 性が住 んでいる 住居に運搬す るための費 用を請 求し七 いる。

しか し、 請求 人は、 処分庁 に対 して、 当 該住 居に転 居するとは申し 出ていな いこと から、 単に荷

物 の移 送 費の 支給 膏請求して いる もの であ る。 そう すると、請求人 の状況は 二 前記 アの 要件のい

ず れ に も 該当す るも ので はな いので 、 移 送費の 申請 を却下した原処 分３に違 法又は 不当な 点はな

い。

巾) 十 請求 の 要旨 ４につ いて

ア 。法に よ り 保障 され る生活 費 には、｢ 要 保護 者の 衣 食等 月々の経常 的な 最低 生活需 要 のす べてを

満 たす た めの 費用と して認 定｣ され る経 常的 最低 生活 費とに 一定の｢ 特別の需 要のあ 名者につい

１　　て 、最 低 生活に 必 要不可 欠な 物資 を 欠いて いると認 めら れる場合であっ て、そ れら の物資 を支給

しな け れ ばなら ない 緊急 や むを得 な い場合 に限 り｣ 認定 される臨時的最 低生活費( 一時 扶助 費) が

・あ る( 生活 保護 法によ る保 護の実 施 要領 につ いで( 昭和 ３６年４月 １日付け厚 生省 発社第 １ ２３

号 厚 生事 務 次官通 知。以 下｢ 次官 通知｣ と い う。) 第 ７)。
ｊ　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　　　・　　　　■

そ し て 、局 長通 知 第７の ２ の(6) は 、 被保 護 者が次 の(y) から(I) の いずれ かに 該当 し、次 官通

卜　 知第 ７に より家 具什 器を必 要と する 状態 と 認め られ るときは、家 具什器 を支給 して差 し支え ない

とし て いる。　　　　　　　　　　　　　　　･ 、　　　　　　　　　　　　　-･

(ｱ)･ 保 護開始 時 にお いて最 低生活 に 直接 必 要な 家 具什 器の持合せ がないと き｡犬

Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　
． ｌ(ｲ) 長期 入 院後退 院した 単身 者が 新た に 自活 しよ うとす る場合に 最低生活 に直接 必要な 家 具什器

の 持合 せが な いとき。

卜(ｳ 匚 災 害 によ り失 っ た最 低生活 に直 接必 要な家 具什 器を 他の援 助 により まかなう ことが でき ない

し　と き。　　　　　　　　　　　　　　　　 二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｡

(１) 被保 護 者が 転居し た場 合にお い て、 新旧 住 居の 設備 の相違 によ り最低 生活に 直接必 要な 家具

什 器を 補填 しな けれ ばな らな い事 情が 認め られ る とき 。卜　　　　　　 十　　 ト

イ　 請求 人 は、 借 りていた 家 財道 具を返 却 するな ど したた め、現在 は寝 具とテ レビ しかな い･の に、

家 具什 器 費が 却下 された こと が不 服で あ るとす るが 、当 該費用 を申 請し た時 の同 人の状 況はレ 前

1■　　　　　　　　　･･犬 記 アの(ｱ) な い レ(J) の要 件の いずれ に も該 当す る もので はな い ので、家 具什 器費 の申請 を却下 し

た 原 処分 ４ に 、違法 又は不 当な 点はな い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‥

(5) 請 求 の要 旨5･･につ いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∧

ア ：法 の規定 等 につ いて

保護 の実 施 機関 は｡･ 被保護 者に対 し て 、生 活 の維 持、向上そ の 他保護 の目的達 成 に必 要な指導

又は 指 示を す ること ができ る( 法 第 ２ ７条 第 １項) と され。 当該指 導又 は指示 は、必 要 の最少限

度に 止め な けれ ばな らな い( 同 条第 ２項) と されて い る。　　　　　　　　　　 ＼

そし て 、 被保 護者は 、保 護の 実施 機関 か ら指 導又 は指 示を受 けた とき は、これ に 従わなけ れば

な らな いも のと されてお り 、保 護の 実施 機関 は 、 被保護 者がこ の義 務に違反 した とき は √あ らか
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じ め 被 保 護 者 に 対 し て 弁 明 の 機 会 を 与 え た 上で 、 保 護 の 変更 、 停 止 又は 廃 止を す る ご と が で き る

と 規 定 さ れ て い る （法 第 ６ ２ 条 第 ｉ項 、 第 ３項 及 び 第 ４ 項）。

ま た 、 課 長 通 知 問 （第 １ １の､ ０ は 、 被 保 護 者 が 書 面 によ る 法 第 ２ ７ 条 の 規定 に よ る 指 導 指 示

に 従 わ な い 場 合 に お い て 保 護 の 変 更 、停 止 又 は 廃 止 の い ずれ を 適 用 す る か の 基 準 を 定 めて お り √

保 護を 停 止 す る 基 準 に つ いて 、 当 該 指 導 指 示 の 内 容 が 比 較的 軽 微 な 場 合 は 。 そ の 実 情 に 応 じ て 適

当 と 認 め ら れ る 限 度 で 保 護 の 変 更 を 行 い 、 そ れ に よ る こ とが 適 当 で な い 場 合 は 保 護 を 停 止 す る こ

と と さ れ て い る 。

イ　 処 分 庁 の主 張

処 分 庁 は 、 平 成 ２ １年 ３ 月 ２ ６ 日 付 け 弁 明 書 に お い て 、次 の と お り 主 張 す る 。

請 求 人 は 、 平 成 ２ ０ 年 ９ 月 １ ８ 日 付 け で 年 金 の 裁 定 を 受 け 、 同 年1 二１ 月 １ ４ 日 に 当 該 年 金 ●

㎜ 左
同 人 の 口座ﾋ 振 り 込 ま れ た の で 、 処 分 庁 に 届け 出 る 必 要 が あ っ た 。

し か し 。 請 求 人 は 一 部 を 黒 塗 り す る 等 、 改 ざ ん し た 年 金証 書 の 写 し を 提 出 し た の み で √ 返 還 義
＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

務 に は 該 当 し な い と の 主 張 を 繰､り 返 し て い る 。 請 求 人 は 指導 指 示 に 違 反 し 、 今 後 も 指 導 指 示 に 従

う 意 思 が な い も め と 判 断 で き る 。 また 、 法 第 ２ ７ 条 に 基 づく 指 示 書 の 受 取 り を 拒 否 し 、 年 金 支 給
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　、 ７　　　　　１

日 に つ い て は 虚 偽 の 報 告 を し た 。 し た が っ て 停 止 処 分 は 正 当 で あ る 。　　　　　　　　　　　 ノ

ウ　 原 処 分 ５ に つ い て　　　　　　　　　　　　 づ　　　　　　　　　 ＼　　　 ヽ

（ｱ） 通 知 書 に 記 載 し て あ る 原 処 分 ５の 理 由 は 、「指 示 書 の 受 取 を 拒 否 し 、指 示 に 従 お う と し な か づ

た 」 こ と と 「年 金 の 入 金 が あ っ た が 未 だ 申 告 し て い な い」 こ と の ２ つ で あ る 。「指示 書 の 受 取

り を 拒 否 し た こ と 」 は 保 護 を 停 止 す る 直 接 の 理 由 と は な り 得 な い か ら 、 年 金 の 入 金 を 申 告 し て

い な い と い う 指 示 違 反 を 理 由 に 保 護 を 停 止 し た こ と の 妥 当 性 に つ い て 判 断 す る 。 ＼

（ｲ） 前 記 ア の と お り 、 法 第 ２ ７ 条 に よ り 行 う 指 導 又 は 指 示 は 、「生 活 の 維 持 、 向 上 そ の 他 保 護 の

目 的 達 成 に 必 要 な 」 も の と さ れ 、 そ の 指 導 又 は 指 示 は 、必 要 最 小 限 度 に 止 め な け れ ば な らな･い

と さ れ て い る 。　　　　 ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ユ

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　 、　　ｌ
ｊ本 件 で は 、 前 記 １ の 川 ）の と お り 、 平 成 ２ ０ 年 １ １ ’月 １ ７ 日 の 時 点 で 、 処 分 庁 は 請 求 人 に 係

・　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　・る 遡 及 年 金 の 支 給 日 及 び 支 給 額 等 を 把 握 し て い た こ と が認 め ら れ る 。 そ うす る と､ しそ の 情 報 を
犬　　　　　　 。。　　　　　　　　　　　　　　　 ’。　　　　　　　７　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’｀
も と に 法 第 ６ ３ 条 に 基 づ く 保 護 費 の 返 還 金 額 の 決 定 を 行 うな どの 対 応 は 可 能 で あ っ た と 考 え ら

れ る 。 さ ら に 、 前 記 １の（6）に よ れ ば 、 請 求 人 は 当 該 年 金 の 支 給 年 月 及 び 金 額 を 了 知 し て い た

と 推 認 さ れ 、 ま た 、「年 金 の 受 領 は １ ２ 月 にな る｡ 」 と 事 実 と 異 な る こ と を 述 べて い る が 、 当 該

｀　年 金 の 受 領 自 体 を 否 定 し て い た 事 実 は な い こ と か ら す る と 、 当 該 年 金 の 受 領 を 申 告 さ せ な け れ
Ｉ　　　　　　。　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　●　　　１
ば 法 第 ６ ３ 条 に 基 づ く 保 護 費 の 返 還 金 額 の 決 定 な ど を 行 う こ と が で き な い と は い え な い 。 こ の･

こ と は 、 処 分 庁 が 、 請 求 人 か ら の 収 入 申 告 の な い ま ま 、職 権 に よ り 平 成2  1^1 月 ２ ８ 日 付 け

＼　 で 当 該 年 金 に 係 る 法 第 ６ ３ 条 に 基 づ く 楪 護 費 の 返 還 金 額 決 定 処 分 を 行 つ て い る （請 求 人 の
・

が 同 年 ２ 月:27 日 付 け で 提 起 し た 審 査 請 求 に 係 る 処 分 庁 か ら の 提 出 資 料 に よ る 。） こ と が ら も

明 ら か で あ､る 。 し た が っ て 、 原 処 分 は 、 保 護 の 決 定 上 必 要 不 可 欠 と ま で は い え な い 指 示 に 違 反

５
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し た こ と を 理 由 に 保 護 を 停1 ヒし た こ と と な り レ 適 当 と はい え な い 。
Ｉ　　　　・　　　　　・　　　　　　　　　　丶　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　㎜

（ｳ） ま た 、 平 成 ２ ｑ 年 １ １ 月 ２亅 日 付 け の 弁 明 の 機 会 の 通 知 に お い て 、 請 求 人が 指 示 に 従 っ て い

な い の で 弁 明 の 機 会 を 設 け る と し て い る が 、 指 示 書 に お い て 当 該年 金受 領 の 届出 期 限/を 明 記 し

て い な､い の で､ い つ の 時 点 で 指 示 に 従 っ て い な い と 判 断 で き る の か が 不 明 確で あ る 。処､分 庁 は 、

平 成 ２ ０ 年 匚! 月 １ ４ 日 の 年 金 の 入 金 に つ い て 、 同 月 ２ ！ 日 に 。 申 告 がな く 指 示 に 従 っ て い な

い と 判 断 し て い る が 、 期 限 を 設 定 し て いな い 指 示 で は 、処 分 庁 の 恣 意 によ っ て い つ の 時 点 で も

指 示 に 従 わ な か っ た と 判 断 で き る こ と と な り 不 適 当 で ある 。 し た が っ て 、 指 示 に 従 っ て い な い
．　　　　　　　　ｌ　　　　 。　　　　 ●　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　Ｉと 判 断 す る 客 観 的 根 拠 が あ る_と は い え ず 、 こ の､点 に お いて も 原 処 分 は 、 不 適 当 で あ る。

よ っ て 、 主 文 の と お り 裁 決 す る 。　　　　　 ＼

平成２２年１０月１４日

北海道知事　　高　 橋　はる

教……　　　　　示　　　　　　　　　∧

この裁決について不服がある場合には､ﾐこの裁決があったことを知った日の翌日から起算して３０

日以内に√厚生労働大臣に再審査請求をすることができます。ただし。こめ裁決があうたことを知っ

た日の翌日から起算して３０日以内であっても、裁決の日の翌日から起算してＦ年を経過すると再審

査請求をすることができなくなります。　 ・　▽　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　厂

２　この裁決について不服がある場合には、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、北海道（訴訟において北海道を代表する者は、北海道知事となります。）を被告として。札

幌地方裁判所にこの裁決の取消しの訴えを提起することができます。ただし、この裁決があったこと
丶■　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　■　　　■
を知った日の翌日から起算して６月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると

裁決の取消しの訴えを提起することができなくなります。　ご　　　　　　　　卜
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